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告 示

島根県告示第216号

平成20年度雪害対策資金利子補給金交付要綱（平成21年島根県告示第113号）の一部を次のように改正する。

平成21年３月24日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第１条中「積雪」の次に「及び強風」を加え、「雪害」」を「雪害等」」に改める。

別表中「雪害を」を「雪害等を」に改める。

附 則

この告示は、平成21年３月24日から施行する。
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